
学研災付帯海外留学保険
（略称：付帯海学）

横浜国立大学在籍の学生の皆様へ

付帯海学は、派遣留学生を応援するために創設
されました。
学研災を導入している全国1,077校＊1の学生を
加入対象＊2としており、本制度採用大学の
スケールメリットを活かした包括割引と、過去の損害
率による割引を適用しております。

＊1 20２3年3月末時点の学研災賛助会員校数。
＊2 本制度の対象となる留学は、下記「付帯海学の対象者」を ご参照ください。

学研災に加入しており、在籍大学が承認した派遣留学に参加する学生（単位
認定の有無は問いません。）
※在籍大学が本制度の導入をしている必要があります。また、在籍大学が対象とした留学に参加する学生は、
全員本制度にご加入いただきます。

付帯海学の対象者

①加入手続きのご案内メールを受信次第、メール文記載のＵＲＬから手続きサイト（サイちゃん
の海外留学保険サイト）へアクセスしてください。（ログインIDは学籍番号、PWはメール記載）

②手続きサイトへログイン後、必要情報を入力の上、クレジットカード決済までお手続きくださ
い。（※出発日の17日前を過ぎるとWebからのお手続きはできなくなります。必ず18日前ま
でにお手続きください。）

③決済完了後、お手続き完了のお知らせメールが配信されます。

④数日後、メールにて被保険者証（ＰＤＦ）、海外旅行あんしんガイドブック（ＵＲＬ）をご案内いた
します。被保険者証（ＰＤＦ）は必ず印刷いただき、留学先へご持参ください。

ご契約までの流れ

約36.25% 割引適用！！
損害率による割引率が一時的に引き下げとなり
ましたが、過去からの実績を踏まえて昨年と同じ

保険料水準を維持しています。
1 －（1%－包括割引15%）×（1－過去の損害率による割引25%）=▲36.25



＜ご契約の際のご注意＞
●保険期間（保険のご契約期間）は、海外留学の目的をもって住居を出発してから住居に帰着する
までの「留学期間」に合わせて設定してください。
なお、住居とは一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住
している戸室内をいいます。
また、保険期間中であっても住居に帰着した時点で保険は終了します。

●保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば「6月1日より6月8日までの留学」の保険
期間は「8日まで」、「6月1日より7月31日までの留学」の保険期間は「2か月まで」、「6月1日よ
り8月1日までの留学」の保険期間は「3か月まで」となります。

＊1 被保険者証をお持ちいただいているお客様が対象になります。

保険金額・保険料
保険期間31日まで 保険期間31日超

お問い合わせ先・取扱代理店
株式会社 第一成和事務所
東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１２番３号
Daiwa日本橋馬喰町ビル３階
Tel. 03-3669-2831 
MAIL hutai-kaigaku@d-seiwa.co.jp

引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
横浜中央支店 金融公務課
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-4
ビジネススクエア6階
Tel. 045-224-3519  Fax. 045-224-3520

補償内容や付帯サービス等の詳細については、
右記QRコードからご確認ください。

https://www.tokiomarine-
nichido.co.jp/service/travel/kaigai/guide/2404/

この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険㈱が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
なお、各引受割合については（公財）日本国際教育支援協会にご確認ください。

＜引受保険会社＞東京海上日動火災保険㈱（幹事保険会社） あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 損害保険ジャパン㈱ 三井住友海上火災保険㈱

◆保険金請求に関する個人情報の提供について

弊社は、保険の対象となる方が本保険の保険金請求をした際、保険金請求書に記載された個人情報を①大学に対して、大学が行う学生サービスや事務管理のために、また②契約者である（公財）日本国際

教育支援協会に対して、同協会が行う大学からの照会対応や安全啓発・制度普及活動のために提供いたします。この取扱いに同意しない場合には、個別にご相談ください。

【歯科治療費用保険金の補償内容】
留学先で歯が痛くなった場合 *1
*1 留学中に発病した歯科疾病に対して、保険始期から待機期間を経過した日の翌日の午前０時より後に歯科治療（除く予防、矯正治療）を開始した場合に限ります。待機
期間31日を経過するまでの治療費用は補償対象となりません。
※待機期間31日、縮小割合80％を設定しています。待機期間（31日）を経過した日の翌日以降で医師の治療を開始した場合に80％を乗じた金額をお支払いします。
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